
高山区
＊要望書

➃

農道の舗装について（高野字高野前地内）

この地区は、ほ場整備事業を実施してから40年以上経過して
おり、路面も大変傷んでおり、更に草対策にも苦労している
状況なので、是非舗装して下さるよう要望します。
【参考】
　延長：約420ｍ　幅員：3ｍ

現地農道を確認したところ、路面洗堀や凹凸などがなく良好
な路面状況であり適正に維持管理が行われていると思われま
す。
農道の舗装については、各地区から要望があり順次、測量や
工事を実施しておりますので、今後、実施するかどうか検討
させていただきます。

令和６年度に農道の測量設計を予定しております。舗装工事
については次年度以降に予算を確保していきます。

【古市事業課長】

②

町道関岡関平線（高野字富士面地内）支障木の伐採について

　この町道付近に桜の木２本が道路に覆いかぶさっており、
今後、台風や強風によって枝が折れたり、倒木の危険性があ
りますので、伐採して交通安全を図って下さるよう要望いた
します。

現地を確認したところ、墓地内の桜の木（２本）の枝が道路
上に張り出している状態であります。基本は土地所有者が枝
払いを行うなどの維持管理を行っていただくことになりま
す。ただし、道路の通行に支障を及ぼす場合ややむを得ず道
路管理者が緊急措置として支障となる箇所の伐採を行う場合
があります。ただ、枝ののみであり幹の部分の伐採は行いま
せん。

同左

【古市事業課長】

③

堤防の嵩上げについて（高野字海老根地内）

　このケ所は１級河川小田川の下流で、左岸は県道下関河
内・小生瀬線、右岸は高野地区（海老根地内）です。この地
区は高野地区団体営ほ場整備事業（昭和55年度～60年度）で
堤防兼道路として施工したが、予算の関係で堤防は途中まで
しか施工出来ず、残りの（延長約190ｍ・高さ約1.5ｍ）堤防
は実行されませんでした。
　その為、令和元年度の台風19号の大雨によって洪水とな
り、現在低い堤防から浸水し、家の周りは川となって、２世
帯は完全に孤立してしまいました。今後も想定外の雨が心配
されますので、早急にこの地区の嵩上げを実施していただき
たく、福島県（県南建設事務所）に対して強力に働きかけて
いただきたく要望します。

現地を確認したところ要望内容のおとり、途中まで堤防が整
備されている状況であります。
今後、県南建設事務所に対し地域住民が安全安心に過ごせる
よう未整備区間の堤防の設置を要望してまいります。ただ、
堤防を設置すには土地の確保が必要となりますので、町の要
望活動だけではなく、地域住民の皆様と協力をしながら事業
の推進をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。

令和６年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所と
して要望いたします。

【古市事業課長】

要望・質問事項 懇談会時における町の回答（措置・対応） 要望・質問に係る対応状況等

➀

保木山堰用排水路の改良について（高野字高野地内）

　この用排水路は、鉄道敷地の境界にあり、鉄道の暗渠に流
しますが、流れが大変悪く、大雨の時などは水が溢れて用排
水路の土手を崩し、更には耕作者の田へ流出して現在に至っ
ており困難な状況なので、町において検討していただき、良
い改良をお願いいたします。

現地の用排水路等を確認したところ、鉄道敷きの暗渠吞口

（φ450）付近の流れについては、集水桝やスクリーンなど

が設置され緩やかな流れになっていると思われます。集中豪
雨などの大雨の際に水路の土手を崩し田に流れ込んでいると
のことでありますが、事前に大雨が予想される際には、河川
からの取水口を管理していただき、また用水路の途中で集水
桝のせき板で水の流れを用水組合で調整していただければと
思います。
農業用水の改良について、まず、暗渠の詰まりもなく、吞
口、吐口と通常に流れているので問題は無いように思われま
す。ただ、暗渠吞口手前の水路勾配の状況や集水桝手前で水
路の曲がりがある形状なので用水の流れが悪くなっているか
どうか、今後、検討するか考えたいと思います。

同左

【古市事業課長】
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⑨

福住町道について

①舗装工事
②側溝の蓋設置

現地町道の舗装と側溝蓋を確認したところ、部分的にではあ
るが舗装が傷んでいる箇所が見受けられ、側溝蓋についても
部分的に蓋が掛かっていない箇所がありますので、今後、維
持管理として検討したいと思います。

令和5年に側溝蓋掛けと舗装補修工事を実施しました。令和6
年度においても側溝蓋掛けを実施しました。

【古市事業課長】

⑦

山下町道について

①県道から入ってすぐカーブの所の舗装がひびが入り、少し
穴があいている。

②雑木が道路にかぶさっている場所がある。

現地農道を確認したところ、県道との接続から入ってカーブ
手前の舗装路面約L=20.0ｍ区間に多数のひびが入っておりま
す。今後、農道の維持管理として舗装補修の維持管理を検討
したいと思います。また、農道沿いから雑木が道路上空に張
り出している箇所が多数見受けられます。この路線は、朝夕
の通勤車両が多いとの事であり、道路の通行上支障を来して
いるところから、再度現地を確認しながら検討したいと思い
ます。

①令和5年度に農道の舗装補修工事を部分的に実施しまし
た。令和6年度においても維持管理として舗装補修工事を実
施します。

②支障となる雑木を確認し、今後検討したいと思います。

【古市事業課長】

⑧

県道下関河内・小生瀬線について

①県道の拡張工事
②舗装工事
③道路沿いの杉、檜の伐採、または間伐
④道路法面の雑木刈り払い
⑤道路の土砂払い

県道下関河内・小生瀬線の整備について
①県道の拡張工事については、毎年、県南建設事務所に対し
事業の予算確保や整備に向けて、町から強く要望している路
線でもあります。今後も早期実現に向けて引き続き強く要望
してまいります。
②県道の舗装工事についても部分的に傷んでいる箇所が見受
けられます。毎年、福島県に対して強く要望している路線で
ありますので、今後も引き続き県に対し要望してまいりま
す。
③県道沿いの間伐で、個人所有の山林でありましたら矢祭町
森林環境譲与税基金事業補助金があります。この補助事業を
活用していただき森林整備に係る費用の2分の１が補助され
ます。
④県道法面の雑木刈り払い、
⑤道路の土砂払いについては、道路の維持管理の維持管理と
して棚倉土木事務所に連絡いたします。

同左

【古市事業課長】

⑥

一級河川小田川・海老根地内（海老根橋～金山沢川間）に堆
積した土砂あげについて

この区間は極端なカーブとなっており、水の勢いで土砂が堆
積し易い地形で、洪水によってほ場整備したほ場に浸水する
恐れがあるので、是非土砂の除去をしていただきたく強く要
望しますので、福島県（県南建設事務所）に働きかけて下さ
るようよろしくお願いします。

現地を確認したところ、要望内容のとおり極端なカーブの箇
所に土砂の堆積や樹木などが繁茂している状況であります。
毎年、県南建設事務所との事務打ち合わせの際には、小田川
の堆積土砂の撤去を要望しておりますので、今後は、海老根
地区として堤防の未整備区間と併せて堆積土砂の撤去を福島
県に対し引き続き要望してまいります。

令和６年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所と
して要望いたします。

【古市事業課長】

➄

県道下関河内・小生瀬線とふるさと農道の交差するT字路付
近の支障木伐採について（山下字東ヶ谷地地内）

この場所は最近木が伸びて見通しが悪くなっており、特に
(株)SMC等に通勤する車が毎日200台以上通行する状況であ
り、交通安全上直ちに伐採していただきたく強くお願い申し
上げます。

現地T字路を確認したところ、要望内容のとおり支障木によ
り車両の往来が見づらい状況であります。
現地は、朝夕の通勤車両が多い路線であることから、交通安
全上事故等を未然に防ぐことも重要であります。ただし、現
在、支障木となっている樹木については、県道敷ではなく個
人所有の土地となっておりますので、地元から個人に対し何
らかの働きかけをしていただければと思います。その後、樹
木の枝払いの了解が得られれば、町としても今後検討したい
と思います。

同左

【古市事業課長】
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⑩

白河建設事務所の説明をお聞きしたい＊町事業課への確認の
協力お願い

　県道下関河内・小生瀬線道路改良工事について（特に町道
福住線入口～水道施設下までの区間）、その区間の中で、檜
山消防団長宅の上に位置する狭い県道の橋の件ですが、去る
３月４日の区総会の席上、福住の尾亦明氏から、この橋付近
は10年位前に買収されているが、なぜ危険なのに工事が遅れ
ているのか、町を通して建設事務所の説明を聞きたい旨の発
言がありました。
　従って、高山区長として本人はもとより福住地区民に説明
をしなければなりませんので、ご多忙とは思いますがよろし
くお願いします。

県道下関河内・小生瀬線の福住地内にある狭隘な橋の整備に
ついてですが、毎年、県南建設事務所との打ち合わせの中
で、道路整備の早期実現にむけての要望を実施しているとこ
ろであります。今後も引き続き福島県に対し整備実現に向け
た要望をして参ります。
道路整備においての福島県からの説明についてですが、県南
建設事務所に確認したところ、今後は交通量や利用状況等を
踏まえた整備の必要性について検討するとの回答でありま
す。

同左

【古市事業課長】

⑪

県道下関河内・小生瀬線（山下字福住地内）道路橋架け替え
工事について

　上記の橋梁は、狭い上に急勾配のカーブの中に位置して大
変見通しが悪い場所です。冬季間は積雪によって凍結して滑
り危険な状況です。従って以前から地域住民の強い要望に
よって、町から福島県（県南建設事務所）に強く働きかけて
いただきました。
　その結果、現地の測量と用地買収は10数年前に完了してい
ますが、今だに工事が着工されておりません。このような状
況なので、町から再度、福島県（県南建設事務所）に確認し
て、早急の工事着工を切望いたします。

同上 同左

【古市事業課長】

➃

資材高騰もあり、農業情勢はかなり厳しい状況で、農家の人
はみんな困っています。中山間地域直接支払交付金の対象に
高山地区もならないでしょうか。

急傾斜地と緩傾斜地でそれぞれ補助率が違うものとなってい
ますが、高山地区はこの緩傾斜地にも当てはまらないと考え
られるため、国の制度である中山間直接支払交付金制度の適
用は難しいと考えております。

懇談会での回答通り、中山間直接支払交付金制度の適用は難
しいと考えます。

【古市事業課長】

②

公民館の玄関前の舗装もお願いしたい。 補助として2分の1を町の方で負担させていただいてどの地区
も対応させていただいておりますので、公民館を所管してお
ります教育委員会へご相談いただければと思います。

同左

【鈴木自立総務課長】

③

小田川の高野堰から日渡橋の間に土砂が溜まり、田んぼから
の排水が流れないため土砂撤去をお願いしたい。

河川内の土砂撤去については、県（棚倉土木事務所）管轄と
なっているため、要望していきたいと思いますが、頭首工に
詰まった土砂の撤去を基本的にはやらないと伺っていること
から、町として何ができるか検討させていただきます。

令和６年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所と
して要望いたします。

【古市事業課長】

➀

公民館前の側溝が割れているため復旧していただきたい。 町道の維持管理として一度確認をした後に検討させていただ
きます。

現地を調査し側溝が割れている箇所を確認しましたので、令
和6年度に側溝補修できるか検討いたします。

【古市事業課長】


